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午前８時56分開議 

○議長（安永 友行君）  ただいまの出席議員数は１１人です。定足数に達しておりますので、直

ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

 それでは、町長のほうから議案第３５号平成２９年度一般会計予算の歳入の訂正についての申

し出がありましたので、発言を許します。中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  皆さんおはようございます。議長にお計らいをいただきまして、おわび

を申し上げたいというふうに思っております。２９年度の一般会計につきまして、六日市病院の

貸付金の償還金に誤りがございましたので、こうして１ページから２６ページを差しかえをお願

いするという次第でございます。大変不手際で、大変申しわけなく思っておりますが、どうか御

容赦いただきますようよろしくお願いします。また、詳細につきましては、予算を担当しており

ます総務課長のほうから御説明申し上げますので、よろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長のほうから詳細説明を求めます。赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  おはようございます。それでは、私のほうから修正になった点をお
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諮りをしたいと思います。 

 歳入予算の２５ページをお開きいただきたいと思います。 

 左側の表ですと上から２行目、１９款諸収入３項貸付金元利収入の目３衛生費貸付金収入、節

が保健衛生費貸付金収入で、医療法人石州会貸付金収入８,３０３万８,０００円とある部分です。

その数字が間違っておりまして、正しくは６,５０４万４,０００円、１,７９９万４,０００円減

額が正しい数字でございます。ですので、この部分の修正です。それに伴いまして、歳入のほう

が不足をしますので、その不足する財源として、財政調整基金を繰り入れることとしたいという

ことで、２３ページのところの１７款繰入金２項基金繰入金目１の財政調整基金繰入金、節も同

様ですけども、この繰入金を６,６４９万１,０００円から８,４４８万５,０００円に修正をした

いというものでございます。 

 変わるのはここの２点です。ですが、関連するところがほかにも出てきますので、予算書自体

は、全体で８ページ修正箇所が出てまいります。順番にいきますと、まず２ページのところです。

２ページで、これは、第１表、歳入歳出予算の歳入の部分ですけども、そこの下のあたりに、款

１７の繰入金というのがありますけども、こちらの一番上の合計５億５,８０６万９,０００円が

５億７,６０６万３,０００円に変更になります。それから、その２つ下の項の２基金繰入金が

５億４,４０６万９,０００円が５億６,２０６万３,０００円に変更になります。それから、一番

下の款１９の諸収入の合計１億４,９８９万３,０００円が１億３,１８９万９,０００円に変わり

ます。それから、３ページの一番上、項３貸付金元利収入９,８９６万７,０００円が

８,０９７万３,０００円に変更になります。この２ページ、それから、続きまして、７ページで

す。歳入歳出予算、事項別明細書の歳入のところです。款１７の繰入金の本年度予算額５億

５,８０６万９,０００円が５億７,６０６万３,０００円に変わります。それから、一番右の比較

欄、マイナス３,０１１万３,０００円が、マイナスの１,２１１万９,０００円に変わります。そ

れから、その２つ下の項１９諸収入、本年度予算額１億４,９８９万３,０００円が１億

３,１８９万９,０００円に変更になります。それから、比較欄４,４７４万８,０００円が、

２,６７５万４,０００円に変更になります。 

 続きまして、飛びまして（「歳入合計は変わらないんですか」と呼ぶ者あり）歳入合計は変わ

りません。（「変わらない」と呼ぶ者あり）はい。今のように、諸収入が減って繰入金がふえま

すので、差し引きすれば同額です。 

 それから、次は、２３ページです。そこの款１７繰入金項２基金繰入金、先ほど言ったとこで

すけども、財政調整基金のとこですが、ここでは、繰入金の表の上の数字がありますけども、表

の上の数字の５億５,８０６万９,０００円が５億７,６０６万３,０００円、その下の５億

４,４０６万９,０００円が５億６,２０６万３,０００円、表の上のところです。小さい数字があ
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ると思いますけども、１７款繰入金のところをずっと横にいってもらったとこと、２項基金繰入

金のところをずっと横にいってもらったとこにその数字がありますが、そこも変わります。それ

から、目の１財政調整基金繰入金で、本年度予算額６,６４９万１,０００円が、８,４４８万

５,０００円に変わります。比較欄、マイナス１億４,９０７万６,０００円がマイナス１億

３,１０８万２,０００円に変更になります。 

 それから、右側のほうのページの節の１財政調整基金繰入金の６,６４９万１,０００円が

８,４４８万５,０００円、一番右側の数字の６,６４９万１,０００円も同様に８,４４８万

５,０００円に変更になります。 

 それから、続きまして、２４ページです。１７款繰入金で、全く同じようにそこの繰入金のと

ころずっと右にいっていただいて、表の上のところに、５億５,８０６万９,０００円と数字があ

りますが、こちらのほうが５億７,６０６万３,０００円、それから、基金繰入金の合計の表の上

のところの数字が５億４,４０６万９,０００円が５億６,２０６万３,０００円、それから、その

表の基金繰入金の一番下の計欄、本年度予算額５億４,４０６万９,０００円が５億６,２０６万

３,０００円、それから、比較欄の計欄、マイナス３,０１１万３,０００円が。マイナス

１,２１１万９,０００円に変わります。 

 それから、１９款諸収入のところの表の上の一番右の数字ですけども、１億４,９８９万

３,０００円が１億３,１８９万９,０００円に変わります。 

 それから、その下の１９款諸収入で、２項町預金利子というのがあります。そこの数字の諸収

入の合計欄、先ほど同様に１億４,９８９万３,０００円が１億３,１８９万９,０００円に変わり

ます。 

 続きまして、２５ページです。これも、表の一番上の表の上の欄外の数字ですけども、諸収入

の合計欄が１億４,９８９万３,０００円が１億３,１８９万９,０００円、それから、貸付金元利

収入の合計、表の上のところの９,８９６万７,０００円が８,０９７万３,０００円、それから、

先ほど言いました目の３衛生費貸付金収入、本年度予算額の欄の８,３０３万８,０００円が

６,５０４万４,０００円、それから、比較欄の５,９１４万１,０００円が４,１１４万

７,０００円、右側の節の１保健衛生費貸付金収入８,３０３万８,０００円、これが６,５０４万

４,０００円、一番右の数字の８,３０３万８,０００円が６,５０４万４,０００円に変更になり

ます。 

 それから、諸収入貸付金元利収入の目の合計欄、計というのがありますけども、そこの本年度

予算額９,８９６万７,０００円が８,０９７万３,０００円、比較欄の計欄５,２３１万

５,０００円が３,４３２万１,０００円に変更になります。 

 以上が修正となる部分でございます。 
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○議長（安永 友行君）  それでは、担当課のほうからの経過説明を先に行って、今の説明等でわ

かりにくいとこがあれば質疑をとりますので、お願いいたします。宮本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  改めましておはようございます。このたび、一般会計の予算書

に錯誤がございまして大変御迷惑をおかけしました。この間の経緯につきまして、私のほうから

御説明を申し上げたいというふうに思います。 

 まず、時系列で御説明申し上げます。まず、平成２７年１２月１０日なんですけども、吉賀町

長に対しまして、社会医療法人石州会の経営安定化に関する要望書が提出されました。これに基

づきまして、２７年の１２月１６日に吉賀町議会総務常任委員会におきまして、六日市病院の経

営状況であったり、それから、当該要望書の内容や今後の経営の見通し等について、概要説明を

行ってくださいという旨の招致がございますので、私のほうが、２７年１２月の１６日に吉賀町

の議会の総務常任委員会において説明を申し上げました。そのときには、借り入れをしている状

況の償還表等も添付をさせていただいて、六日市病院の経営状況につきまして御説明をさせてい

ただいたところです。 

 そのような経緯を受けまして、総務常任委員会のほうでも緊急支援をすべきではないだろうか

というような御意見をいただきましたので、保健福祉課のほうとしまして、第２期緊急支援を実

施する旨の方針書を策定をいたしました。年内に策定をいたしたところです。それで、その方針

書の起案を２８年の１月の１２日、明けて１カ月後ぐらいになると思いますが、１月の１２日に

起案をさせていただいたところなんですけれども、その起案のときには、総務課からいただいた

償還表は、平成２８年から当該年度２７年を含めますと、２７年から４６年までの１７年間にわ

たっての償還表でございました。これに基づきまして、我々としても償還額を、貸付金の償還額

を決定をしていたところなんですけれども、これに基づいて、２月の１７日に開催される吉賀町

全員協議会で第２次緊急支援の内容を説明したいというふうに調整をしていたところです。 

 ところが、担当と、それから総務課の財政のほうのところの協議の中で、償還期日を短いもの

でいったらどうだろうかということになりました。これは、平成２７年から平成３４年までとい

うことですので、８年ということになります。１７年と８年ですから、相当償還の期間が違いま

すから、当該年度の償還の金額がもう全く変わってきます。最初に１２月に我々が全員協議会で

説明したいということで提案をしたときの単年度の償還の金額は９２２万６,４７０円でした。

ですから、この９２２万６,４７０円掛ける９年分という格好でもともとの予算を組んでおりま

したので、これが計算していただければわかるんですけれども、８３０８０３８になります。と

ころが、２月１７日に全員協議会にかけたときの償還表は、先ほど申し上げましたように、ぎゅ

っと凝縮された償還表になりましたので、平成２７年から３４年までの８年間で、単年度で

２,３８９万７,０００円になります。最終年度の３４年だけは余りが出ますので、１,７２５万
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円なんですけれども、この２,３８９万７,０００円で御提案をさせていただいて、そのときに御

了解をいただいたというふうに我々のほうも判断しましたので、この予算でいこうということに

なったわけなんですけども、今回の当初予算で査定をする、入力をする過程の中で、我々のほう

が古い資料、１２月の資料を使いましたので、単純に事務的な錯誤ということで、そのことに気

がつかないまま予算書ができ上がってしまったということです。 

 これからの再発防止策なんですけども、当然古い償還表であるとか、そういったものは、我々

のほうでもパソコンの中へ残しておくんですけども、それが、古い償還表であるから、これはも

う使ってはいけないという警告が出るようなものを、フォルダーのラベルに何かマーキングをし

ていくと、新しいものに切りかわっているということが、きちんと目検でわかるような、そうい

うふうな仕組みを今後導入して、最新のデータがきちっと予算に反映されるような仕組みにして

いきたいというふうに思います。これにつきましては、入力をした保健福祉課のほうの問題もあ

りますし、それから、その償還表を総務課のほうからいただいたんですけども、そのときの査定

とか、そういった財政のところとか、そういったところでのまた二重、三重のチェック機能もき

ちっとしなかったということで、仕組みとしてやはり甘いところがあったというふうに言わざる

を得ないと思います。ですから、こういったことが発生しないように、まずは事務方のほうで、

エクセルシートが何枚もあるんですけども、そのエクセルシートがきちっと古いはもう使っては

いけないというコーションの出るような格好のものにしていくと、それから、今度は、そのコー

ションが出ているものを、各級のチェックをする部分で、きちっとそれが機能できるような格好

に今後はしていきたいというふうに思います。 

 大変御迷惑をかけたことをおわびを申し上げまして、私の説明とさせていただきます。失礼し

ました。 

○議長（安永 友行君）  以上で説明なり、経過説明が訂正箇所は赤松課長のほうからあったとお

りですが、全部で６ページですが、それに伴い合計欄、小計欄等が変更になりましたので、両面

印刷もありますので、１ページから２６ページまで全て差しかえるということでございます。今

まで、両課長が詳細説明した中で質疑等があればお受けいたしますので、質疑を行います。質疑

はありませんか。８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  こういう貸付金の管理はどのような形で管理されているのかお聞

きをします。 

○議長（安永 友行君）  宮本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  お答えします。全体のことで申し上げれば、総務課長が答える

べきだろうと思うんですが、六日市病院のこの貸付につきましては、総務課が全て管理しており

ます。償還表も全て総務課のほうでつくっております。その償還表を我々のほうがいただいて、
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令書といいますか、いわゆる証票、調定を切って歳入を確認するという、そういう仕組みになっ

ております。その他にも貸付金についてはたくさんありますけれども、それについては、私はち

ょっと承知をしておりませんので、答えるところにないというふうに思ってます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  貸付金全てそうなんですけども、償還表がそれぞれありますので、

償還表に基づいて、原課のほうで調定を起こして納付書を相手の方に送付をして、それでお支払

いをいただくと。納期限が大体決まってますので、３月であれば、その前段、１カ月ぐらい前と

いうことになろうと思いますけども、そういったときに、納付書を発行して納めていただくとい

うような仕組みになっております。償還表は全て総務課のほうで管理しております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  管理されているということですけども、例えば、２８年度の予算

におきましても、当初で二千三百何万円かを出して、６月の補正で九千五百何万円かの計上をさ

れております。ということは、２,３８９万７,０００円が二重に予算計上をされておりますが、

なぜこのような形でなったのかということについても、管理の問題としてお聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。実際に請求するのはそういうことはないと思う

んですけども、予算を組む上でその辺の確認を怠っていた、先ほど言いましたけども、原課のほ

うでやったのを財政のほうでちょっとチェックが漏れておったのがこの要因だろうというふうに

思います。大変申しわけなく思っております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  チェックが漏れたということです。２７年度の決算におきまして、

備中屋解体における流用の問題でも、これも二重に流用がかけられて、予算をあまらすというよ

うなことも起きています。そういう点からしますと、チェックするというて、もう少しどういう

ふうにそのような間違いが発生しないかということを研究する必要というのが、これまでも何度

かあったにもかかわらず、またこのような形で出てきたということについて、もう少し真剣に捉

えるべきじゃないかというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  岩本副町長。 

○副町長（岩本 一巳君）  全般的なことでございますので、私のほうからお答えをさせていただ

きたいと思います。今、８番議員のほうからありましたように、２７年度の一般会計でもござい

まして、こうして平成２９年度の一般会計の議案の中での錯誤があったということで、大変御迷

惑をおかけしたということで、おわびを申し上げたいと思います。 
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 先ほど来、回答なり説明をさせていただきました総務課長、それから、保健福祉課長、説明し

た内容のとおりでございますが、依然としてこういった事態が続いているということでございま

す。これまでも再発防止策ということで取り組んでいるわけではございますが、いま一度新年度

のところで、庁議のほうで検討させていただいて、全庁的な形でどういった内容でチェックを入

れていくのか、そうしたことを再発防止策につきましては改めて検討させていただいて、こうい

ったことが繰り返されないように、万全の体制なりチェック体制をとってまいりたいというふう

に思っております。 

○議長（安永 友行君）  １番、桑原議員。 

○議員（１番 桑原 三平君）  ２３ページの繰入金、基金繰入金、詳細説明でこの財政調整基金

繰入金が８,４４８万５,０００円が水道会計というふうになるわけでしょうけど、また、今度は

水道会計がまた変わる、訂正するということですか。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。今回の分は水道会計には全然変動しませんで、

当初予算で組んだ分は水道会計で言う資本費に当たる分なんですけど、その分を６,６４９万

１,０００円基金から崩して水道会計へ移すというふうに言いましたけども、今回の分は、もう

純然たる基金の繰り入れでして、水道会計に繰り入れるとか、そういったことは一切しません。

さっき言った貸付金が減る分に対して基金を取り崩して充てるというふうに御理解いただいたら

と思います。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。質疑はないようですが。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、両課長から説明があった中で、質疑もありましたので、差し

かえることに御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、異議なしということで、ただいま説明がありました箇所、全

部かえますので、１ページから２６ページを全てを差しかえると決定をいたしました。各自で差

しかえをよろしくお願いいたします。 

 それでは、ここで一応本会議は休憩に移して、直ちに水道会計のほうの全員協議会を開きます。 

午前９時25分休憩 

……………………………………………………………………………… 

〔全員協議会〕 

……………………………………………………………………………… 

午前10時26分再開 
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○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 なお、谷室長におかれては用務のため退出をされました。報告をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第３６号 

○議長（安永 友行君）  日程第１、議案第３６号平成２９年度吉賀町水道事業会計予算を議題と

します。 

 本案については、質疑は保留してありますので、これを許します。質疑を行います。質疑はあ

りませんか。２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  先ほど質問しようと思ったんですが、３条関係の収支というとこ

ろで、収入と支出では３０４万円ほど収入のほうが少ないんですが、これは、先ほどの説明でや

っぱり減価償却で穴埋めすると、そういうことになるんですか。 

○議長（安永 友行君）  早川建設課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  ３条収支につきましては、お金が動くもの、動かないものがご

ざいます。それにつきましては、先ほど来から説明をさせていただいておるとおりでございます

けれども、収支がどうしてもそういうふうな形で合ってこないという部分につきましては、そう

いった部分の見かけのお金と言ったら語弊がございますけれども、そういった部分で補填をして

いく、で、全体のバランスをとるということで御理解をいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  ということになると、基本的に減価償却した額というものは、将

来の施設なり、設備を更新するときのための費用として積み立てるものだということになると思

いますが、これは、毎年毎年、こういう形で補填していくということになったときには、どうし

ても料金収入の値上げを考えざるを得なくなるんではないかなと思っていますが、それが３２年

度からという予定にされておられるというふうに思いますが、そのあたりについての見込みをお

伺いいたします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  お答えをさせていただきます。 

 前回の全員協議会の場で水道、それから下水、それから農業集落排水等、経営戦略というとこ

ろで国の指導に伴いまして、計画を説明をさせていただきました。そのところでは、確かに

３２年度では２０％、それから３５年度では１０％だったと思いますけども、そういった部分の

料金改定をしていきたいというところでの計画は定めさせていただきました。これは、全体の収

支を今の官庁会計に照らし合わせて、これまでの返済計画等々と金額が合うように計算をしたも

のでございます。と申しますのは、急々なところでもございましたし、水道につきましては今お



- 318 - 

願いをしておりますとおり、公会計へ移行いたします。そういった部分で、きちんと精査をして

いかないとわからないというところは再三申し上げてきたわけではございますけども、国のほう

にも、どうしてもつくらないといけないというところでつくらせていただきました。これにつき

ましては、今ある収支計画の中での数字の、非常に語弊がありますので言葉が適切かどうかはわ

かりませんけれども、数字が合ってこないとどうしても全体がおさまらないということがありま

したので、そういうふうにさせていただいております。これにつきましては、町長の答弁にもあ

りましたとおり、これはあくまでも未来を予測したものであり、これをしないための努力を今後

していかなきゃいけないというところでございますので、今後につきましては、そういった収支

をきちんと見ていきながら適切に判断をしていくということになろうかと思っております。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  ８ページの工事負担金が移設補償金、大野原、立河内、新南陽線

とあります。工事の請負費のほうと金額の差が出てくるんですが、これは今の減価償却の問題な

のか、距離が今までと変わってくるとかという、その辺の誤差ですか、何かというところを教え

ていただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  ただいまの御質問について、お答えをさせていただきます。 

 負担金との差というふうに考えたらよろしいでしょうか。 

○議員（５番 中田  元君）  はい。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  負担金は、業務の設計費等については１００％補償をしていた

だきます。が、工事につきましては、そうですね、そういう意味から言いますと工事につきまし

ては、減価償却との関係があるということで、１００％の補償はしていただけません。というこ

とで、これにつきましては、結局やってみないとわからないというところがございまして、やっ

てみないとわからないというのは補償する側の県のほうが計算してみないとわからないというと

ころがございまして、これにつきましては半額の計上をしてあると思います。ですから、設計に

係る部分につきましては１００％、それから工事については半分の金額を入れて計上をしている

というところでございます。というふうに御理解いただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  今の説明では、２分の１額を計上しておるという説明でしたが、

残りの２分の１額というのはこの予算には計上しないわけですか。ちょっと意味がよくわからな

かったんですが。 

○議長（安永 友行君）  早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  工事金につきましては１００％計上しております。補償につき
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ましては、簡単に言いますと、工事金の半分を予定をしているというところでございます、補償

金につきましては。移設の設計費につきましては１００％補償されます。しかしながら工事金に

つきましては、１００％つく補償がございませんので、２分の１の計上とさせていただいている

というところでございます。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  大変申しわけございません。立河内の圃場整備の部分でござい

ますけれども、これにつきましては工事費を１,５０１万６,０００円を計上しております。補償

のほうにつきましては、合わせまして１,９４７万８,０００円、つまりは計上しております……、

この部分につきまして、簡単に言えば町の施設でございまして、一般会計といいましょうか、町

につきましては工事分１００％を負担をしていただいているというところでございます。ですか

ら工事金の１５０１６がそのまま１００％立河内の補償金の中に入っておりまして、その上、設

計費の４４６万２,０００円という金額が入りまして、合計して１,９４７万８,０００円の計上

がしてあるというところでございます。そのほかにつきましては、新南陽線につきましては、工

事金が３００万円に対しまして補償金が２００万円というふうなところで減額をしてあるという

ところでございますし、大野原の部分で申し上げますと、工事金が１,７６９万円に対しまして、

２分の１の工事金の計上と、それから４３９万６,０００円の設計費がかかりますので、それの

１００％部分の計上というところでしてあるところでございます。大野原につきましては

４３９万６,０００円の１００％の設計業務料と工事金の２分の１部分であります部分として計

上をし、負担金といたしましては１,３２４万２,０００円が計上してあるということの御理解を

いただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  ちょっともう１回。例えば、立河内の分ですが、工事費が

１,５０１万６,０００円、それから設計費が４４６万２,０００円ということですが、この

４４６万２,０００円の支出というのはそれじゃ載ってこんわけですか。ここの設計費の部分の、

収入には上がってきておりますよね、一千九百何のうちに。そうすると支出のほうの４４６万円

ちゅうのは、どこかに設計を出さにゃいけんのですが、このものはここに載ってないちゅうこと

なんですか。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  説明がまずくて申しわけありません。この設計費につきまして

は２８年度分で支出をしているというところでございます。（「もう出してあるん」と呼ぶ者あ

り）はい、はい。（「なるほど、わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（安永 友行君）  ２番、大多和議員。 
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○議員（２番 大多和安一君）  そうしますと、この移設補償金ということになると、公共補償基

準要綱に基づいて補償するということになると思うんですが、そうなったときには町がこの立河

内の補償するというのは工事費の全額と言われましたが、そうなると減耗分というのは、いわゆ

る減価償却相当分は差し引かないということになるんですか。そういう計算になってしまいます

が、本当にそれでいいんですか。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  正しく計算をすれば、確かに御指摘のとおりだと思います。し

かし、町の施設で町が動かすわけでございますので、それについてはそういう公共工事の積算に

よらずに、かかったお金について、簡単に言えば町に負担をしていただくという考え方でござい

ますので、工事金につきましては１００％計上しているということでございます。 

 県につきましては、補助金等の絡みもございますし、国のお金も入っているというところで、

きちっとした計算根拠に従いまして、根拠づけをされているというところでございますけれども、

町につきましてはそこは考えずに、かかった部分の工事費については補償していただいていると

いうところの内容でございます。 

○議長（安永 友行君）  ２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  その考え方はおかしいんじゃないかな。はっきり言って、そのた

めに今回、水道会計は独立したわけでしょう、町の会計から。ということになったら、その不足

分は一般会計の繰出金ですか、ああ補助金ですか、のほうに計上すべきものじゃないかなと思う

んですが、いかがですか。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  議員のおっしゃることも確かにもっともだというふうには考え

ます。しかしながら減耗の計算をするというところで、なかなか専門的な人間もおりません。そ

ういった部分でしないということではございませんが、この減耗については、今後、入ってくる

ところでの精査をさせていただくというところでお許しをいただければと思います。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  まだあしたも質疑がありますし、ちょっとわかりにくいところもあるん

じゃないかと思いますが、一応質疑は切りますが、また別個に課長のほうと直接話す手もあるか

と思いますので、あすの質疑でまたよろしくお願いします。 

 それでは、質疑がないようですので、日程第１、議案第３６号平成２９年度吉賀町水道事業会

計予算の質疑は保留にしておきます。 

────────────・────・──────────── 



- 321 - 

日程第２．議案第２８号 

○議長（安永 友行君）  日程第２、議案第２８号平成２９年度吉賀町興学資金基金特別会計予算

を議題とします。 

 本案についても質疑は保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。８番、

藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。ちょっと資料の確認をさせてください。 

 本定例会の参考資料、５０ページの中ほどにあります第９表特別会計の興学資金基金の一番最

後、対前年度比で皆増となっておりますが、これは８.２％というふうに訂正をすべきと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。大変申しわけございません。御指摘のとおりで

ございます。皆増は８.２％の増で間違いございません。済いません。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。──ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  それでは、質疑もないようですので、日程第２、議案第２８号平成

２９年度吉賀町興学資金基金特別会計予算の質疑は保留にしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第２９号 

○議長（安永 友行君）  日程第３、議案第２９号平成２９年度吉賀町国民健康保険事業特別会計

予算を議題とします。 

 本案についても質疑は保留してありますので、これを許します。２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  歳出の予算書１２ページの総務管理費の一般管理費の０６２で、

システム開発委託料が８３７万６,０００円、これはマイナンバー等国保一元化に伴うためシス

テム開発をするんだということの説明でしたが、マイナンバー制に伴うものというのは、もう

２８年度で終了しているものじゃないんですか。ちょっとそのあたりを。 

○議長（安永 友行君）  宮本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  お答えします。 

 これは、都道府県一元化に伴います資格の継続なんですけども、マイナンバーは当然、私ども

のシステムの中で管理をしますけれども、都道府県一元化になりますと、町内から町外へ転出と

いう今までの国保の概念が都道府県内の転居という概念になりますので、県の広域のサーバーと

資格のやりとりをしなきゃいけないと。これは、マイナンバーも当然その中に入ってきますので、

全体の中で申し上げれば、都道府県内転居に伴う資格の継続に係るパッケージの改修、それから
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その他の制度改正に伴う改修、国保情報集約化システムの作業費ということで、この中にその他

の制度改正に伴う改修というその中に、マイナンバーも一部入っているということでございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  ないようですので、質疑は保留をして、次に行きます。日程第３、議案

第２９号平成２９年度吉賀町国民健康保険事業特別会計の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第３０号 

○議長（安永 友行君）  日程第４、議案第３０号平成２９年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特

別会計予算を議題とします。 

 本案についても質疑が保留してあります。これを許します。質疑はありませんか。──ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいですか。質疑はないようですが、日程第４、議案第３０号平成

２９年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計予算の質疑は保留にしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第３１号 

○議長（安永 友行君）  日程第５、議案第３１号平成２９年度吉賀町介護保険事業特別会計予算

を議題とします。 

 本案については、初日の答弁残りがありますので、それを最初に行います。５番中田議員のグ

ループホームあさくらの待機者数についてです。宮本保健福祉課長。宮本課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  失礼いたします。それでは、答弁残りがありました、先般、

５番議員の中田議員からグループホームあさくらの待機者数のことで調査をということだったん

ですけども、２１名、今、待機者がおられます。この２１名は、そのときの答弁でも申し上げた

んですけども、とびのこ、それからみろく苑、もちろん町外の他施設にも、随分待機の申請をし

ておりますので、結局、これは全国的な問題なんですけども、実質の待機者数とそれから待機の

全体総数を比べたら、随分、乖離があります。我々のほうでは２倍から３倍ぐらいあるんじゃな

いかなというふうに思っているんですが、全国的にはもっとあるんじゃないかということで、こ

の待機の総数についての取り扱いは、特に計画をつくるときに、非常に微妙な問題が出てくるの

で、これについてもきちっともう少し考える必要があるんじゃないかという有識者の会議ではそ

ういう議論がありますけれども、現状はそういうふうにさまざまな施設に待機をすること自体は、

利用契約制度になりましたから、これは国民の権利として認められておりますから、これをいけ
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ないということにはなりませんので、現状ではその待機の総数そのものが正確であるかどうかと

いうことは、これは実態とは違うということは御承知おきをいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  きのうの新聞と思うんですが、国の方針で要支援１、２の人が、

今後、介護保険の対象外になってデイサービスが利用できなくなるということで、町独自の事業

でそういう方を支援するというふうに新聞にも出ておりましたが、もう既に吉賀町の取り組みを、

以前聞いたかもわかりませんが確認の意味で、そうなった場合の町の取り組み予定というんです

か、それをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  宮本課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  お答えします。 

 この問題につきましては、もう幾度となく説明しておりますけれども、私どものほうは島根県

下で一番先立って、平成２８年度より地域支援事業のほうで現行のサービス水準を低下しない、

それから利用料についても現行の利用料で低下しないという方向で、もう既に移行しておりまし

て何ら問題は生じておりません。今後もその方針は変わることはございません。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  済いません。予算書の１８ページの目の７、生活支援体制整備事

業費、これ新規ということで、ちょっと私聞き漏らしたかもわかりませんけど、生活支援体制は、

要は在宅でこれをつくるんだったかな、どうだったかなと思って、もう一度そのあたりを御説明

をお願いします。 

○議長（安永 友行君）  宮本課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  お答えします。この生活支援体制整備事業につきましては、先

ほど４番議員が御質問いただきましたその質問と関連をしているんですけれども……、大変済い

ませんでした、平成２７年の４月１日に介護保険法の一部を改正しまして、４つの附則を盛り込

んだところです。介護予防日常生活支援総合事業に関する経過措置ということで、これを２９年

までにやりなさい、それから在宅医療・介護連携推進事業について、これを３０年４月１日まで

に施行しなさい。それからそのもう一つ、その次なんですが、生活支援体制整備事業につきまし

て、これを３０年４月１日までに施行しなさいということです。それから、認知症総合支援事業

につきましても、これも３０年の４月１日までに行いなさいということで、地域支援事業の中で、

この４項目をこの２７年から３０年の４月１日までに経過措置の中で市町村でやりなさいという

ことが義務づけられました。そのことに基づきまして、我々としましても２９年の４月１日から
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この事業に取り組もうということで、今回、計上したものでございます。 

 それから、質問の本旨であります事業の内容でございますけれども、これは高齢者の介護予防

日常生活支援サービスの体制整備におきまして、生活支援コーディネーターを中心とした協議体

の設置、運営等を行うというふうにしております。主な業務につきましては、新たな生活支援

サービス体制に関します資源開発、それから関連機関と地域とのネットワーク事業、それから

サービスと地域の生活支援のニーズのマッチングということです。具体的に申し上げますと、や

はり今、交通の問題がひとつ掲げられます。認知症の方々が返納した場合に、交通用具をなくし

ますから、それに対する対応をどうするかということでいろんな策が講じられていますが、福祉

のほうの考え方、介護のほうからの考え方からいうと、生活関連行政、生活を支えていくために

は、そういう貨幣的なサービスだけ提供していればいいということにはなりませんので、その交

通用具がない方々に対して、どういうふうに生活を維持していくのかという仕組みづくりをひと

つ考えていく必要があるだろうと。そういったもろもろの問題をこの生活支援コーディネーター

が研究をしながら、地域包括支援センターの職員と一緒になって新しいまちづくりをしていくと、

そういうイメージのものでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。ただいま２番議員の質問の追加のような質問ですけども、

この生活支援体制の整備ということで生活支援コーディネーターとガイドライン等では、地域支

え合い推進ともいうような言葉も使われておりますが、このコーディネーターなり委託するとこ

ろが社会福祉協議会であるのかということと、そこと行政との関係、どういうようなかかわり、

それぞれがどのような関係をもって、この事業がつくられていくのかという点でお聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  宮本課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  お答えします。 

 まず１点目の委託先ですけども、これは社会福祉協議会ということでございます。 

 それから、行政と社会福祉協議会との関係性ですけども、これはやはり上位下位という関係性

ではなくて、ソーシャル・ネットワーク、それからコミュニティー・ネットワークをつかさどる

実践部隊が吉賀町社協だというふうに我々は捉えております。それからもちろん、全体のコーデ

ィネートをするということになりますと、いきいき高齢者計画がございますので、このいきいき

高齢者計画の調整なりをするのは、これは行政の役目だというふうに思います。いきいき高齢者

計画は、もちろん介護保険のそれぞれの種別のサービス料が出てきますし、地域支援事業のサー

ビス料も当然この中に乗せなきゃいけないという法改正がなされましたので、我々はそれに基づ

いて実施をしております。したがいまして次年度以降も、この法改正に伴いまして条例改正をし
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て、いよいよ実施をするということになりましたから、実施をするに当たっては、我々は生活支

援整備体制がきちっと構築できるようなそういう裏方的な役目、サポート、バックアップをする

と同時に、いきいきまちづくり高齢者計画に基づいて、きちっとそこで書かれた青写真どおりに

町が動いているのかどうかということを鳥瞰図的に見ながら、適宜、助言・指導をしつつ、車の

両輪のような格好で事業を進めていきたいというふうに、今思っているところです。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか、ほかに。２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  同じく予算書１９ページの５款地域支援事業費の４項の４で、地

域グループ支援事業費でサロンに年間２０４万５,０００円の委託をすると、サロンで、これ委

託なので社協かどこかにサロンのあれをするのは委託するんじゃないかなと思うんですが、それ

とは別に独自に各サロンへ行くばくかの支援というか、補助金というものを考えられたことはあ

りませんか。 

○議長（安永 友行君）  宮本課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  お答えします。 

 まず、前段の質問の委託先ですけども、これは社会福祉協議会でございます。 

 それから、この２０４万５,０００円以外の支援ということなんですけれども、もちろん社協

からも住民の方々からも財政的な支援をしてほしいという意向はございます。その背景には、や

はり高齢化が進んでいること、そこにサロンにかかわりを持っている人自身がサービスを提供を

受けつつ、しかも自分たちもボランティアをしつつというのが３分の１ぐらいの利用者の方がお

られます。そうなると、今度はその人たちを支える少し次の次世代の方々が参加してほしいとい

うことになるんですが、なかなか参加してもらえる状況にないと。それは人間が少なくなってい

るということもあるんだろうと思います。そういった部分で我々としても、違う一般会計のほう

からも出していきたいという気持ちはあるんですが、従来は一般会計から出ていたものを、介護

特会のほうにこれを移したわけですから、そうなると二重交付という問題が出てきますので、で

きれば将来的にこちらのほうを支出を充実をしていくことによって、サロンの活性化を図りたい

というふうに思っています。 

 したがいまして、別の会計とかいろんなところでの財政支援ということは考えておりません。

まずは介護特会のこの部分での一本化を図って、これを充実していくことが大事だろうというふ

うに今思っています。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（安永 友行君）  質疑がないようですが、日程第５、議案第３１号平成２９年度吉賀町介

護保険事業特別会計予算の質疑は保留しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第３２号 

○議長（安永 友行君）  日程第６、議案第３２号平成２９年度吉賀町小水力発電事業特別会計予

算を議題とします。 

 本案についても質疑が保留してあります。これを許します。質疑はありませんか。４番、桜下

議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  ７ページの００３の補償費が高津川漁協に補償金として２００匹

分ということなんですが、これはちょっとお聞きしましたら、平成２４年度に高津川漁協と契約

をして２００匹分を補償するということらしいんですが、最近すごく漁獲高が減っておりますが、

２００匹分というのが多いか少ないかちょっとわからないんですが、この根拠というのはどうい

うふうな（発言する者あり）あ、済いません、金額間違えました。２００匹の根拠というんです

か、何かあったんでしょうか。釣りをせんのでようわからんのですけど。（「２万７,０００円、

１匹何ぼとか言うんや」と呼ぶ者あり） 

○議長（安永 友行君）  大庭柿木振興室長。 

○柿木地域振興室長（大庭 克彦君）  お答えします。 

 この補償費の根拠といたしましては、１匹当たり単価が４７.０８円です。現在２万

７,２００匹ということで計上しております。以前は、一昨年までは３万４,０００匹で補償して

おりましたが、これはちょっと当初の根拠というのは私承知していませんが、過去からの中でこ

ういうふうに来ています。 

 ２７年度でしたか魚道を設置した、そういう関係でそういった稚鮎の漁獲量が増加するであろ

うということで、漁協との協議の中で２０％減らすという形で２万７,２００匹という匹数で補

償の協議を整ったというところで、こういった計算で出しております。 

○議長（安永 友行君）  ２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  小水力発電という事業ということで、柿木の小水力発電所なんで

すが、これは夢かもわかりませんけども、その辺の溝で発電できるような発電機を開発するとい

うんですか、そういう研究も進めてもらいたいと思っておるんですが、そういうことはいかがで

しょうか。（発言する者あり） 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  インターネットなり、またいろんな企業でそういったことは研究されて

おりますし、ただ今の小水力関係で、町で早く言えば研究しようということですけれど。こうし
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たことによりますと、いろいろな科学的な勉強してなきゃならない部分がありますので、町とし

て研究というのはなかなか難しいかと思います。 

 小さいのは、最近もパンフレットとかが来ておりますけれど、どのぐらいのいわゆる値段がし

て、どのぐらいの電力をという、いわゆる費用対効果があれば、今の発電所の排水のところにも

う一つ何すれば、私どもとすればまた収入が上がるといったことはいろいろ考えなきゃならない

んですけれど。ただ、そういったことをこちらで独自に研究というのは、既に大学なりでやって

おられますので、町村がそういうことまで手を出しても、なかなか知識的にも人材的にもなかな

か難しいというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  ３番、三浦議員。 

○議員（３番 三浦 浩明君）  ６ページのちょっと聞き逃したかもしれませんけど、一般管理費

の公課費６９８万８,０００円、この内容と。 

 あと、その下００４の基金積立金３,０００万円とありますが、その次の７ページに一般会計

繰出金で、この内容として将来の子育てに充当するというふうにこの間説明受けたんですが、こ

れは子育てだけじゃなしに当初は福祉関係にも充当すると、そういう説明を受けたことがあるん

ですが、１,４００万円なんでちょっと金額的に少ないんじゃないかというとこもありますし、

基金積立金の３,０００万円、これは少し多いんじゃないかというちょっと疑問が出てきますけ

ど、そこら辺あたりはどうでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  大庭室長。 

○柿木地域振興室長（大庭 克彦君）  まず最初の公課費についてですが、これは売電料に係る消

費税です。 

 それから、まず６ページ、一番下の基金積立金、こちらの積立金につきましては、施設の修繕

や将来の設備等の更新に充てるための積立金という形で積み立てをしております。 

 次のページの一般会計の繰出金につきましては、先ほどありましたように、子育て支援に向け

て繰り出しをして、財政調整基金のほうに積み立てるというところなんですけど、この額が多い

か少ないかというところだろうと思うんですが、２９年度につきましては、２８年度と同額の

１,４００万円を積み立てることとしているというところでございます。あ、繰り出すというこ

ととしているところでございます。 

○議長（安永 友行君）  岩本副町長。 

○副町長（岩本 一巳君）  今の室長の答弁ちょっと補足をさせていただきますが、もともと後段

の一般会計繰出金１,４００万円の話ですが、実は小水力発電の改修、大規模改修になるという

ことで、数年前に事業着手の前、議会のほうへ全員協議会のほうで財政推計をお示しをさせてい

ただいて説明をさせていただきました。 
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 そのときに再生可能、ＦＩＴの関係ですので、当然そういたしますと事業しても、しなくても

国の政策費を日本全国の世帯のほうへ、電気料に賦課金が加算をされるということで、そうなり

ますと、それを幾らか形で住民、町民の皆さんにお返しを施策の面でさせていただこうというこ

とで、その当時の財政推計で賦課金を計算をいたしましたら４００万円弱ということで、それを

将来にわたって一般会計の中で福祉政策のほうで施策として還元をしていこうと、こういった組

み立てをしたわけです。 

 その後、町長の施策の中で、少子化対策ということで子どもさんの医療費の高校生までの無償

化、それから給食費の無償化、それから加えて保育料の無償化と、こういった施策を組み立てを

させていただきましたので、当初の４００万円弱の福祉への還元をそちらのほうへシフトさせて

いただく、こういった組み立てをさせていただきました。 

 その財源につきましては、当初今もそうなんですが、過疎ソフトの対象させていただいてます

けど、充当させていただきます。これも限りがあるということで、それ以後の将来的な財源を確

保するということで、先ほど室長が申し上げましたように一般会計のほうへ１,４００万円繰り

出しをして、一般会計のほうから基金のほうへ繰り出しをするということで、過疎ソフトの財源

が切れた後の次の財源を確保するということで、この１,４００万円を昨年度からですか、繰り

出しをさせていただいているということで。 

 数年前の小水力発電所の改修事業の計画をつくったときの、申し上げましたように、電気料の

賦課金の部分の対策ということで、現在がずっと政策が続いてこういった形で変遷したというこ

とでございますので、その点御理解をいただきたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 

○議員（１０番 庭田 英明君）  この予算の数字に直接は関係ないわけですが、こうやって売電

料がおかげさまで６,０００万円上がっています。そこで町長、以前からこの排水を利用できな

いかということで調査してみたいという意向があったと思うんですけど、それ以降完成しました

ので、それ以降小水力発電所の排水を活用するというような調査をされたかどうかお聞きしてお

きたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  いわゆる可能性調査で水に関してやっていただきましたけれど、いわゆ

る高津川との高低差が余りないということで、いわゆる高津川のほうへの排水で再利用は難しい

だろうという報告でありました。 

 また、最近小さな発電機等のものが開発されたというようなことがございますので、落差がな

くてもやれるという小さなものなんで、果たしてどれだけ電力を生み出すかというのはわかりま

せんけれど、そういったものはこれからも調査しながら、それで設置して近くの街灯にでも使え
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れば、少しでも、せっかくの資源でございますので、そのまま排出して捨てるということじゃな

しに、少しでも利用できればということで、先般ちょっと入手しましたんで、地域振興室のほう

へ提供しなきゃいけないかなというようなことで。 

 ああして、大学なりいろんな例えば、いわゆる土地改良等でも水路、用水路等利用してという

のがありますので、そういった部分は活用していく、考えたり、情報収集はこれからもしていこ

うということでございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第６、議案第３２号平成２９年度吉賀町

小水力発電事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

 ここで休憩します。 

午前11時27分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時36分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第３３号 

○議長（安永 友行君）  日程第７、議案第３３号平成２９年度吉賀町下水道事業特別会計予算を

議題とします。 

 本案については初日の１番、桑原議員の昨年度の下水道加入者数についての答弁残りがありま

すので、これを行います。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、１番議員の質問されましたことにつきまして答弁残

りがございますので、お答えをさせていただきたいと思います。 

 下水道の接続戸数ということでございましたけれども、昨年度、平成２７年度、２８年度でよ

ろしいでしょうか。（発言する者あり）はい。 

 平成２８年度につきましては３１戸、新たに接続があったということでございます。そのうち

でございますけれども、七日市部分、新しく施設ができ上がりました七日市部分につきましては、

２１戸の接続があったと、うち、内数として２１戸があったということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  それでは、本案についても質疑が保留してありますので、これを行いま

す。質疑はありませんか。ありませんか、いいです。８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。３月７日の日に、この今の加入の接続の件ですけども、加
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入促進に力を入れたいということで御答弁ありました。現状においてどのような方法で加入促進

をしたいというふうに考えているのか、その点についてお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  ただいまの御質問についてお答えをさせていただきます。 

 まず、１番最初に考えますのは、やはり広報等への広告といいましょうか、そういったものの

掲載、これを定期的にやりたいというふうには考えております。 

 それから、もし場所、それから時間等が許すようでしたら、イベントなどの一角を借りてそう

いったものの催し的な皆さんの興味を引くような、そういった１コーナーも設けてみるというの

も方法ではないかというふうに考えるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。１番、桑原議員。 

○議員（１番 桑原 三平君）  先ほど関連質問ですが、今の加入方法を加入促進を促すものに産

業課の主管します住宅改修、これとあわせてそういう方法あるいは一緒になってのそういったイ

ベントみたいな感じでやれれば、加入にもつながるんじゃないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  確かにそういった方法もあろうかと思います。あらゆる方法を

検討させていただきながら、今後は新しくなった施設も含めまして加入促進に努めていきたいと

いうふうに考えております。 

 また、そういった具体的な部分については、担当課とも協議をさせていただきながら、今後検

討していきたいというふうには考えますけれども、どちらにしてもまず我々サイド、建設水道課

サイド、下水道をつかさどるものが、きちっと今後において加入促進をしていくというのが基本

であろうというふうには考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第７、議案第３３号平成２９年度吉賀町

下水道事業特別会計予算の質疑は保留しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第３４号 

○議長（安永 友行君）  日程第８、議案第３４号平成２９年度吉賀町農業集落排水事業特別会計

予算を議題とします。 

 本案についても質疑が保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。ありま

せんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第８、議案第３４号平成２９年度吉賀町

農業集落排水事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

 ここで昼休み休憩とします。休憩します。 

午前11時45分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、午後の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第３５号 

○議長（安永 友行君）  日程第９、議案第３５号平成２９年度一般会計予算を議題とします。 

 本案についても質疑が保留してありますので、これを許します。質疑はありませんか。（発言

する者あり）どこでもよろしいです。８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。資料の関係でお聞きをいたします。本定例会の参考資料

４５ページの第１表の上のところに、「教育費は」というふうに文言が続いております。「教育

費は、六日市中学校改修事業及びサクラマス交流センター整備事業の終了等により５,７００万

円、マイナス８.１％減少しています」ということで言われておりますが、通常、ここにあらわ

す数字というのは、当初予算の数字が出されているものというふうに理解をしておりますが、サ

クラマス交流センターの整備事業につきましては、２８年度の６月補正で２億６,５００万円ほ

どですか、出ている分ですので、この当初で言いますと、このサクラマス交流センター整備事業

というのは入っていないので、ちょっと勘違いをしたりすることにもなりますので、もう少し正

確に表現するのが妥当かとは思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。 

 サクラマス交流センター、御指摘のとおりでございまして、この文言が入るのは非常にまずい

かなというふうに思います。学校の改修事業等は、当然ことしはありませんので、その辺の部分

については間違いございませんけども、サクラマス交流センターについては、設計費も繰り越し

か何かだったと思いますので、この表現は正しくないというふうに思います。大変申しわけござ

いません。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。予算書の歳入、１３ページ、使用料及び手数料のところが

あります。先日、ちょっと普通財産と行政財産、正確にしないままお聞きをしましたので、質問
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そのものもちょっと訂正させてもらうんですが、ここで総務管理使用料の一番上に、行政財産使

用料３０万７,０００円と上がっております。この行政財産、特に今気になっているのは、公民

館とかスポーツ施設等に、また柿木の庁舎のところに飲料水の自動販売機が設置をしてあります。

これの許可申請というものは出されているか、またそれに基づく使用許可がされているのか、こ

の点についてお聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。 

 これにつきましては、設置当初には、ちゃんと申請が出まして、許可もやっておりましたけど

も、この間、その書類を調べたら、それ期限が切れておりまして、その後の申請、あるいは許可

等ができておりませんでしたので、その辺のところをちょっと確認したところです。 

 これについても、また更新等をしていかなきゃいけないと思いますので、早急にそのようなと

ころはやっていきたいというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。吉賀町の財産規則の第２０条では、行政財産の使用許可期

間は１年を超えることができないというふうにうたわれております。最初に、使用許可が教育委

員会のほうでされておりますが、このときも年月を区切って使用の許可をしておりますが、そう

いうふうな手続等において、正確な処理等がされないまま使用させていたという状況については、

もう少しきちっとした形で許可をするなり、また自動販売機等につきましては、単に行政財産を

貸し付けるという部分だけではなくて一定期間続けて設置をされるものですから、そういうもの

に限っての使用許可なり契約、そういう対応についても検討した上で、所定の使用料なり貸付料

を町が受けるというものにしていかなければならないというふうに考えますが、いかがでしょう

か。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えします。 

 今の例規でいきますと、毎年申請をいただいて毎年許可を出すというのが、これが正しいやり

方だろうと思います。その辺が、ちょっと手続が漏れておったということは、非常に申しわけな

いことというか、もうこれは不手際と言うしかないんですけども、そういうことになろうかと思

います。 

 ですので、今議員がおっしゃられたように、今後、今度の契約をするとき、今度、本当に行政

財産でいいのかどうなのか、その辺も踏まえて、あるいは今度は使用料を賃貸借契約結ぶとか、

そういったところも含めて、ちょっと早急に年度当初に向けて対応していきたいというふうに思

いますので、そういうふうにやっていきたいと思います。 
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○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。対応していただきたいので、特にそのときに、先般も申し

上げましたが、行政財産の使用料条例第３条でいいます加算金についても、きちっと盛り込むと

いうことも大事かというふうに思います。 

 よその自治体におきましては、この自動販売機の関係での電気の使用料について、例えば、電

気の使用料の計算ですけども、定額消費電力に２４時間掛けて、その日数と、稼働率を０．５と

見て、電気料金の単価を掛け合わせたものを電気使用料として徴収をするというようにしている

ところもございます。 

 現在、１台につき月々１,６２０円ですか、ちょっと今正確じゃありませんが──であります

が、通常、今置いてあるような自動販売機におきましては、月々２,０００円から４,０００円近

い電気料金がかかるというふうに私のほうの電気料金等の支払いの状況から見受けられますので、

その点についても十分注意をして行うべきというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えします。 

 電気料金については、これまでもずっと徴収していなかったと、よしかの里なんかでもそうな

んですけども、もう１０年近くなりますが、電気料金は一切徴収しておりませんでしたので、そ

の計算に入れてなかったというのが正直なところなんですけども。 

 今御指摘いただいたとおり、ちょっと他の自治体等も、これも早急に検討して、今後について

はどうしていくかを早急に結論を出していきたいというように思いますので、御理解いただいた

らと思います。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  予算書の９６ページですが、防災無線の維持管理費という、この

００４であります。下から７行目ぐらいに、維持補修工事費ということで、最初の説明の中で立

河内地区の防災無線の移転工事費ということでございましたけれど、これも集会所の移転と同時

に行うんだろうかと思いますけれど、この移転先というのが、今私が思いますのに、今集会所に

近接、ついておりますけど、今度移転先は、どの方向に向けて動かすのか、その辺ちょっとお聞

きしたいです。 

 私がなぜこのことを言うかというと、以前にも防災無線のことで、あちらこちらの地域でその

防災無線が聞こえないということを一般質問でもしたことがありますけれども、今、立河内で現

在建っておる位置で、立河内の奥のほうの入江地区とか、それからさわた地区のほうが、今ある

ところでも聞こえにくいというような現状がありまして、特に一昨年ですが、火災のときも全然

聞こえなかったということをここで申し上げましたけれども、また、集会所について国道側に出
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るということは、ますますその地域が聞こえなくなるというおそれがありますので、今からどの

ほうに移転されるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えします。 

 移転先は、やはり集会所付近のところ、宅地の中の一角というふうに考えておりますので、そ

ういった意味で、多少のまたそういった不具合が出るのかもしれませんけども、なかなか移転で

すので、新規とはちょっと違いますので、増設というのは難しいと思いますし、今のままで、あ

とはスピーカーの向き、そういったもので調整するとか、それしか方法はないと思います。音量

を上げるということもなかなかならないと思いますので、方法とすれば、それしかないかなとい

うふうに思っています。 

 戸別受信機じゃなかった、屋外の施設につきましては、町内どこに行っても聞こえるというこ

とにはなかなかならないのも現実でございますので、その範囲内でとにかく移転先の中でできる

だけ多くのところが聞こえるようにということを検討するという以外に、今のところ方法はない

のかなというふうには感じておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  課長のほうがそういう返答になるかなと思ったんですが、実際に

今行ってみていただいてもわかるわけですが、立河内の下のほうは六日市からでも聞こえてくる、

奥のほうは全然聞こえてこないという状況ありますので、ぜひとも集会所に近づけるんでなしに、

逆に、同じ移転費が４９４万７,０００円という予算がついておりますので、できるだけ全部が

聞こえるということにはどちらもならないかもしれませんけれども、できれば、せっかくの移転

でございますので、今の現在の集会所より１００メートルでも奥に上げるほうが、立河内も全体

的にはよく聞こえると思います。 

 私も再三あそこの地区に行ってみるんですけれど、今のスピーカーの立ち位置と、それから何

橋というかちょっとわかりませんが、橋の辺まで行くと、今の立河内のさわた地区、あるいは奥

側にある入江地区にも近くなるということで、できれば今の位置よりも５０から１００メートル

ぐらいでも奥側に建てるほうがいいと思いますので、ぜひそのことを考慮して、今奥に上げたか

らといって、そのスピーカーが今の現在、家の真ん前に行って、その家に邪魔になるというよう

なことは、恐らく国道側へ出るんでなしに奥側に入れても、余り近所迷惑というのは現在と変わ

らないと思いますし、それから入江地区とかさわた地区、一回課長さんも行って見てもらったら

と思いますが、あそこの立河内の六日市ボデーさん方の前の山が、亀原側から出っ張っとるんで

す。あの山が出っ張っとって、上に聞こえない。入江側は、逆に幸地のほうから出ている山のほ

うがあって、ひどう聞こえないということで、上に寄せたほうが一番効率的に、屋外放送、増設
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ではできないということですけど、移転なので、できればそのように移転先を選考していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えします。 

 まだ最終決定じゃないですので、当然、候補地があれば検討、ただその敷地とかそういった面

が確保できるかどうか、その辺のところもありますので、その辺も踏まえた上で、ちょっと移転

先をまた再度、現地のほうも行って確認をしたいと思いますので、そのように。もうどうしても

ないということであれば、今の位置にしかないと思いますけども、そこのスペースが確保できて、

今議員おっしゃられたようなところ付近で建設も可能だということであれば、そちらのほうの建

設も検討していきたいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  できれば、今の土地の選定の折、私も立ち会って、ここら辺がい

いんじゃないかということも聞いていただきたいなと思いますので、その辺、考慮願いたいと思

います。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。２番、大多和議員。 

○議員（２番 大多和安一君）  参考資料の１０３ページに、吉賀町総合戦略実行施行シートがあ

りますが、この中に載っております薬用作物等生産振興事業費ですか、有機茶ブラント化につい

ては、先般、質問いたしましたが、この薬用作物について、その後、どのようになっているか、

せっかく若い人が張り切って発表されたんですが、その後、どのような状態かを伺いたいと思い

ます。 

○議長（安永 友行君）  山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  お答えさせていただきます。 

 この薬用作物等の振興事業なわけですが、一番いいのは、町内に合った薬用作物をつくって、

それをメーカーさんに売って、農家さんが収益を上げると、そういうものができ上がれば一番い

い形だと思っておりますが、まあそう簡単に行くもんではないと考えております。 

 ２８年度の取り組みとしましては、町内にその薬用作物自体、これがどの程度自生をしておる

かという調査もさせていただきました。その中で、町内全域を歩いたわけじゃないんですが、全

体で生薬として使える薬草というのが２００種類ぐらいあるという結果は得ております。ただ、

それが大量にあるわけではないので、その辺はどう使っていくかというのは、今からのことだろ

うというふうに思っております。 

 ほかに、サフランという花が咲く植物がございますが、これは水田、稲をつくって、その裏作

としてサフランを植えて、そのめしべといいますか、そういうものをとったものがサフランとし
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て生薬になるということもありましたんで、その辺も、これ大分県のほうが、大分県の竹田市で

すか、盛んにやられておりますので、そこら辺の調査に行きまして、実際、少量ではありますが、

町内で試験栽培もやっております。 

 ただ、このサフランにつきましても、以前は中国等から余り輸入等がなかったんですが、中国

からも入ってきているというのが最近になってわかってまいりましたんで、これについても高価

格で売るというのは、ちょっと難しいかなというような現状にあろうかというふうに思っておる

ところでございます。 

 この薬用作物等の振興の取り組みにつきましては、実際、その薬草等を、この地域外に原料ま

たは加工品として販売する場合は、薬事法とか製薬メーカーさんとなかなか厳しい契約、こうい

うものを交わす必要がありますんで、なかなか厳しい面があろうかなというところもわかってお

るというのが現状でございます。 

 ということで、現状では、製薬メーカー等へ販売、これも当然、可能性を追及してまいります

が、食品の原料として、６次産業化、そういうものに使えるものはないかという取り組みをやっ

ていこうかなというふうに考えておりますが、すぐに成果が出るものではないような気がしてお

るところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  ちょっと、先般、一般質問で言われた、私も話しましたけど、再

度お伺いしたいんですが。予算書の３９ページですが、それと参考資料で言いますと６４ページ

なんですが、上から４つ目に通信運搬費ということで、返納事業ということで６０万円ほど予算

が上がっております。 

 参考資料のほうの６４ページに、事業概要のところに、「町内にお住まいの６５歳以上の方で」

というところから、「全ての運転免許を自主的に返納された方に町営バスの運賃等割引カードを

発行します」ということが参考資料に書かれてありまして、支援事業のほうに対しては、「全て」

ということが載ってないわけですが、この前の私の質問のときに、この区域に入らない六日市交

通・柿木産業バスが運行しない地域になってはどうなるかということを、私も質問させてもらい

ましたが、岩国交通のほうとも、まだ話し合いが進んでいないというようなことでございました

けれども、その辺のことは、ここの参考資料の全ての運転免許といったことがありますので、ぜ

ひその岩国交通との話し合い後のことを、どのようにしていいかということを、対象にならない

ということが最初からあるというのはどうも腑に落ちないということで、こんなことを言っとる

わけですが、ぜひともそこをもう一度考えていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。 
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 御指摘のように、岩国交通、岩国市ですけども、お願いに行きまして、何とか対象に入れても

らえないだろうかということでお願いにも行ったところですけども、岩国市とすれば、市内のほ

かの路線との整合性ということと、それから岩国市としての自主返納事業の導入、そういったと

ころと一緒に考えなきゃいけないというようなことの御返事が返ってきまして、当面、今のとこ

ろは対象には難しいということで、３月、議会が始まってからでしたけども返事がありました。

ですので、現時点では、岩国交通をこの路線の対象ということには、今困難な状況であります。 

 そうは言っても、やはり今議員がおっしゃったように対象外が出るということは、非常に私ど

もにとっても不本意でございますので、引き続き岩国市と交渉を続けていきたいと思いますけど

も、一旦、ああして返事があったということになると、年度内、２９年度内というのは、ちょっ

となかなか今難しいのかなというふうに思っていますけども、できれば３０年度からでも実施が

できるように、再度交渉はしていきたいというふうに思っております。 

 そうなったときには、やはり岩国交通の沿線の方が、仮にことし返納されたということであれ

ば、仮に３０年度からでもなるということであれば、その時点からでも１年間は必ずこの対象に

入れていきたいというふうに思っていますので、遡及をさかのぼってやるというか、免許を返さ

れた方を、その対象になった時点からでないとバスには乗れませんけども、その対象者の方につ

いては、以前に戻された方も対象にしていきたいというふうに考えておりますので、要はとにか

くできるだけ早く岩国市に了解いただくということが先決でございますんで、まずはとにかくそ

こに全力を上げたいと思いますけども、仮にそうであれば、近い将来、可能になるんであれば、

免許を返納された方は遡って対象にしていきたいというように考えております。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  今の課長のお話でございますけど、返答は。今この自主返納事業

は、先般の説明によりますと、２９年の５月からというお話聞きました。そうすると、例えば、

岩国市交通局との話し合いで、５月１日以降、例えば１０月か１２月になっても今の対象区域外

の方を、この事業の、その１０月か１２月からを１年間として認めるという理解でよろしいでし

ょうか。それを、そこから１年間の利用券を出すという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  今議員がおっしゃったとおりでございまして、仮に例えばこの５月

に免許返納された方は、今その路線バスに乗れませんので、１０月から対象になれば、その

１０月時点から１年間のパスポート券を交付したいというふうに考えております。 

○議長（安永 友行君）  １番、桑原議員。 

○議員（１番 桑原 三平君）  予算書８５ページ、商工費の００４健康増進交流施設管理費につ

いて、ちょっとお聞きしますが、先日、澄川先生のモニュメントが設置されまして、まことに喜
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ばしいことでございますが。それで、実はその設置したモニュメントの公園等の管理の件につい

てなんですが、たしか以前の道ちゅうか、以前のモニュメントがあった周辺からずっと続くわけ

ですが、その辺、指定管理の線引きといいますか、どこまでがどうなるかというのが、ゆらら条

例の中にも、モニュメント及び公園という施設に管理が入っておるわけなんですが、その辺、ど

のように理解すればいいですかね。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  彫刻の道の管理について、お答えいたします。 

 現在、いわゆる「彫刻の道」と呼んでいる範囲でございますが、「およりんさんせ」が建って

いる場所からゆららに接続するまで、研修棟に接続するまでを「彫刻の道」として総称で呼んで

おります。 

 一方、健康増進交流施設の設置条例には、「モニュメント公園」という言葉があります。これ

は指定管理の期間、５年となっておりまして、平成３０年度で完了するように記憶しております。

この間、今の施設の指定管理を行っております事業者と５年契約を結んでおりますので、なかな

か年度途中で管理方法を変えることが非常に困難ということで、引き続き指定管理の期間が終わ

るまでは、今の当初の指定管理の契約の中で草刈り等を行っていただこうと思っております。 

 一方、彫刻の道、あのほうは、まだまだ本年度も整備予算を計上しておりますので、なかなか

通常の管理ということにはならないと思われますので、整備が完了し、今の指定管理が終了する

時点を目標に条例を改めまして、彫刻の道は彫刻の道、ゆららはゆららということで、切り離し

て今後は考えていくように予定しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  予算書の１４ページに、蔵木グラウンドゴルフ場の使用料が

４０万円というのが上がっておりますが、前も質問させてもらったんですが、使用料が４０万円

ぐらいかもわかりませんが、ゆららとか、あるいはやくろを通じた経済効果というのは相当上が

っておりますが、その際に、管理につきまして、地元の要望が強い、指定管理に向けた方法を考

えているように答弁がありましたが、その蔵木グラウンドゴルフ場の指定管理に向けて、進捗状

況をお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  光長教育次長。 

○教育次長（光長  勉君）  蔵木のグラウンドゴルフ場の管理の件でございますけども、教育委

員会といたしましては、なるべく早い時期に指定管理による管理をということで考えております

けども、予算書を見ていただければわかりますように、平成２９年度につきましては、一応直営

で管理をさせていただくということにしております。 
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 まだ、じゃあいつからということにもなりませんけども、指定管理のほうを担当しております

総務課とも協議をしながら、なるべく早い時期に指定管理で管理をしていきたいというふうには

思っております。 

 それと、先ほど、ゆららとグラウンドゴルフ場の関係でございますけども、確かに議員言われ

ますように、ゆららのほうの営業もあろうかと思いますけども、相当の使用料をゆららの関係の

お客さんに蔵木のグラウンドゴルフ場を使っていただきまして、使用料をかなりの額を納入して

いただいているということもあります。確かに、町外からのお客さんが、ゆららを通じて結構入

っていることで、また柿木のほうにも木部谷、大野原にグラウンドゴルフ場を整備いたしますん

で、それもまたあわせて御利用いただければありがたいかなというふうに思っております。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。ゆららの件が出ましたので、８５ページの００４健康増進

交流促進施設管理費についてお聞きをいたします。 

 ここで施設修繕料として、白線の引き直し等で５７７万３,０００円というのが上がっており

ますが、現状におきまして、ゆららの不具合、修繕を要するところとして、どのように状況を把

握しておられるかお聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  ゆららの状況ということで、お答えさせていただきます。 

 今回、ゆららの修繕料として５７７万３,０００円を計上しております。これは、この内訳に

つきましては、通常の施設修繕、いわゆる運営しておって不具合が生じた場合の対応ということ

で２５０万円、白線の引き直しということで２５万９,０００円、それと補給水管量水器、いわ

ゆるメーターを、水量を測る機械を取りつける経費ということで３０１万３,０００円を計上し

ているところでございます。 

 この量水器につきましては、本年度、遊泳用プール、いわゆるプールの場所でございますが、

衛生管理につきまして、ガイドラインに基づきまして量水器を設置しなければならなくなったと

いうことで、今回追加しているものでございます。 

 このように、いわゆる指導とか基準とかが変わった場合には、今回は量水器を設置することと

しておりますが、こういう基準が変わる場合については、なかなかちょっと想定してないところ

でございました。 

 数字を申し上げますと、平成２２年から大体おおむねでございますが、通常管理費ということ

で２５０万円、これを平成２１年度、２２年度、２３年度、２４年度、２５年度、２６年度まで

ずっと来ていたところでございますが、平成２７年度には修繕費が約４２７万円必要となってお

ります。今年度につきましても、ちょっと金額は７００万円前後だったと思いますが、排煙口の
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不具合による修繕を行っているところでございます。数字的に見ると、年々修繕費、いわゆる修

繕する箇所が多くなってきておりますので、今後は対策といいますか、修繕については、やむを

得ないところがあろうかと思いますので、計画を持って、余り大きな修繕、大修繕とならないう

ちに対処していきたいとは考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ゆららの不具合ですけども、客室のほうに行った渡り廊下等、雨

漏りの後がございます。また、露天風呂がありますが、これらにつきましても、石そのものをモ

ルタルでとめておるんですけども、そういうものがどんどんやせてきております。 

 また、今の、あそこは循環させますので、そのためのろ過機がありますが、既に６年ほど土台

の取りかえもされていないままになっておりますし、男子の脱衣室の床、これが下がっておりま

す。また、脱衣室並びに下足箱のロッカーの傷みやら、鍵がなかったりとかいうこともあります。 

 また、先日、一般質問の中でありましたけども、足湯のあとの場所のことにもありましたが、

あそこで事故があって７針縫うと、お客さんですが、そのようなことも発生をしております。こ

れ以外にも、例えば、畳の表が相当傷んできて、全部で１９０枚ほどですか、あるということで、

今ゆららの場合、宿泊客の方が５年前と比較してですけども、若干５年前に比べても多いような

経営をしていただいておりますが、それは広島のほうであったり下関のほうへもお客さんを迎え

にいって努力もされておられるというふうにお聞きをしていますけども、やっぱり先ほどの彫刻

の道の関係等もありますから、そのゆらら本体についての修繕について、どういうふうに取り組

みをしていく予定をもって、このたびの予算になっているか、お聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  深川課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  お答えいたします。 

 現在、今回の予算も含めまして、現在、修繕、失礼しました。これまでに修繕した箇所につき

ましては、やはり指定管理者であります事業者のほうから不具合が生じた都度、行っているのが

実情でございます。 

 今議員御指摘のとおり、宿泊の方に直接触れる部分、いろいろなところで老朽化といいますか、

経年変化による劣化が生じております。先般も宿泊室のエアコンが突然とまるといったような状

況も発生しておりますし、今後は、今の事業者のほうと調整を行いながら、修繕する順番といい

ますか、優先順位というのを決めまして、通常修繕の費用を計画的に使っていきたいと調整をし

ているところでございます。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  １０番、庭田議員。 
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○議員（１０番 庭田 英明君）  参考資料の４４ページです。予算編成方針の中で、１番目とし

て、吉賀町まちづくり計画、つまり総合計画なんですけど、これに基づく取り組みとして、以下

のことが書いてありますけど、説明がありましたように、いろいろな事情で吉賀町のまちづくり

計画が４カ月おくれているという説明がありました。第１期のまちづくり計画ができたときに、

町長は挨拶の中で、吉賀町のまちづくりの最高の計画だということを挨拶の中でおっしゃってい

るわけですけど、５つの骨子は変更がないんだから、それで主要な事業を、２９年度の事業を策

定したということでしたけど、やはり教育委員会の大綱もそうですし、まちづくりの行政の総合

計画もそうなんですけど、基本の方針が変わらないから、それじゃ少々じゃなくて、今まちづく

り計画がなくてもいいんだということは、法的には許されるかもわかりませんけど、対外的に見

たときに、その町の指針がどうなのかということは見られると思うわけでありますので、来年に

ずれ込むという町長の施政方針の中でもありますけど、もう少し具体的にいつまでに策定をする

のかということをお示しをいただきたいと思います。 

 それと、その中で最後に地方創生対策のことが書いてあるわけですけど、町長の方針の中で対

策が述べられているわけですけど、それに関連しまして、この参考資料の６０ページの中に、地

域おこし協力隊の説明があります。その中でまちづくりにマンパワーを利用じゃなくて活用しよ

うという部門もあると思うんですけど、往々にして地域おこし協力隊が受け入れ先の労働力にな

っているというような面もあるんじゃないかと思いますけど、その辺のとこの少しどういうふう

な、地域おこし協力隊の現状をどのように分析されておるかをお聞きしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  深川企画課長。 

○企画課長（深川 仁志君）  御質問の前段、まちづくり計画について説明させていただきます。 

 まず最初に、事務的な都合により、計画策定が４カ月程度おくれていることにつきましては、

まことに申しわけなく思っております。 

 その中で、今２月１６日の全員協議会以降説明した内容と重複するかもしれませんが、今の状

況を説明させていただきます。 

 現在、吉賀町まちづくり委員会において案がまとまりまして、町長へ具申があったところでご

ざいます。一方、柿木村地域振興協議会におきましては、第１次計画の今の評価を行っていただ

いておりまして、これが予定であれば３月下旬、今週末ぐらいに出る予定だと思っております。 

 今後の作業ですが、柿木村地域振興協議会からの諮問を、答申を受けまして、第２次まちづく

り計画を再度検討し、今度は第２次まちづくり計画を柿木村地域振興協議会及び吉賀町総合計画

審議会へ諮問をしまして、５月中旬を目途に御回答いただければと思っておるところでございま

す。 

 その中で予定どおりに進めば、今度の平成２９年６月の定例会におきまして、事前に説明を行
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った後に提案できるように今進めているところでございます。 

 説明の補足ですが、この第１次まちづくり計画が策定されて以降、議員の御指摘のとおり自治

法の改正がありましたので、法律によると市町村の基本構想に関する規定が削除されておって、

策定の義務づけが廃止となっているところではございますが、そういう法的な面からではなく、

計画の基本姿勢からの必要最小限であっても、基本計画が１年で空白となることは避けなければ

ならないという認識は持っておりますので、できるだけスケジュールどおりに進めていき、６月

には御提案できればと考えているところでございます。 

 以上、前段のお答えとさせていただきます。 

○議長（安永 友行君）  山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  それでは、私のほうから地域おこし協力隊、この件につきましてお

答えをさせていただきます。 

 議員さん御承知のとおり、２８年度で協力隊というものが全員で５人配置しております。その

内訳は、シイタケ生産、菌床シイタケの生産のほうに２人と、それから有機茶に１人、地域ブラ

ンド化に１人、それとやくろのほうに１人配置しておりますが、やくろのほうは自分で農業をや

っていきたいということがありまして、この３月で退職されるということになっております。 

 今の４人と、来年２９年度では菌床シイタケ、この生産をもっとやっていこうということがあ

りますので、今エポックさんのほうに業務委託でコーディネート委託しておりますが、現在２人

おります地域おこし協力隊と同じような業務についていただくために、２人の新しい協力隊を採

用しようというふうに考えております。 

 全国的にも島根県内で見ても、いろいろ報道等でもあるとおり、議員さんが言われるようなこ

とも起きておるのも事実であろうかと思いますが、吉賀町、特に産業課といたしまして議員さん

が言われるような、ただ単に事務のために使うとかそういう考えはなく、あくまでこちらで生産

をやっていただいて生計を立てていただくようなことを、３年間で学んでいただきたいというこ

とを主な目的で雇用をしておるというふうに考えておりますので、御理解のほうお願いしたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。 

 ここで１０分間休憩し、再開します。１０分間休憩します。 

午後１時53分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時03分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き、会議を再開します。 
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 ２９年度の一般会計予算の質疑を続行します。 

 質疑はありませんか。８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。 

 歳入のほうでお聞きをいたします。 

 ２８ページの地方債の公共施設最適化事業債で、旧白谷小学校の解体事業の財源として

２,２００万円上がっておりますが、総務省の報道発表の資料によりますと、地方債の充当率が

９０％、現行７５％から引き上げということで言われておりますが、この充当率についてと、そ

れと、解体ですから、交付税の措置はないと思いますが、それがあるかないか。また、返済期間

については何年になっているか、お聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。 

 これについては、充当率は９０％です。 

 それで、交付税は、一般的な公共施設最適化事業債ですと３０％あるんですけれども、解体は

たしかなかったと思いますので、解体については交付税措置はないと思われます。 

 それから、償還年数、今、手元に資料がございませんので、また後で調べさせていただきたい

と思います。 

○議長（安永 友行君）  ８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。 

 ３０ページの吉賀高校支援対策事業費で、資料５４ページですけれども、ここで通学費の補助

というのは、どの項目に入ることになるのか。通信運搬費かどうかをお聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  赤松課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。 

 御指摘のとおり、通信運搬費５７２万３,０００円の中に含まれております。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  予算書の１００ページのバス待合所施設整備工事のことですが、

１８７号線の待合所がちょっと今の現行より遠くになっていること、それから、学校より橋から

遠くなっていること、場所もないかもしれませんが、それに伴いまして、駐車場、これには直接

は関係ないんですが、その周辺の駐車場とかがなくなっていくというような関係で、その辺の計

画を立てられるときに青写真といいますか、そういうことも考慮されたかどうか。停留所はしっ

かり離れていって、その辺にとめるところのないところでできていって、歩道も両側について、

もしそれが車歩道が境界が分離されたような歩道がつきますと、車をとめるにしても、いろいろ

と狭くなる感じになるんじゃないかと思うんですが、その辺、計画を立てられるときにどういう



- 344 - 

お考えがあったか、お聞きします。（「県道」「国道」と呼ぶ者あり） 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員、ちょっともう一遍。 

○議員（７番 河村 隆行君）  済いません、訂正します。１８７じゃありません。新南陽津和野

線でした。済いません。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  私のサイドの答えられる範囲でお答えをさえていただきたいと

思います。 

 新南陽津和野線の柿木工区内の交通安全事業の件だろうというふうに考えております。もとも

と跡地を利用いたしまして、工事が入る前に、商店街のところで空きスペースを使って駐車場を

提供しておったところでございます。新しく事業が進んでいきまして、形ができ上がってきたと

ころで、バス停の移転等もあり、それから、これまで使用しておりましたスペースも歩道となり、

なかなか利用者の皆さん方には、車をとめるところがなくなってしまったというふうな意見も、

私の耳にも入っているところでございます。 

 状況を受けまして、現在のところでは、空きスペースを有効に利用できるように、津和野土木

事業所の担当者とともに、歩道の段の言ってみれば切り下げ、つまりは、空きスペースに１台で

も２台でも車がとめるようなスペースができるようであれば、そこに対して歩道等の段切りをし

て、車がスムーズにそこへとめられるようなそういう措置を協議をしているところでございます。 

 基本的には、町営の駐車場が小学校の前にございますので、そういったところへとめていただ

くところが本意かとは思いますけれども、そうは言いましても、ちょっと商店街のところで用事

があるとか、ほんのちょっと済ませたいという方にとっては、そういったスペースも必要ではな

かろうかというふうに考えております。 

 また、町内では、工事の進展に伴いまして、買収等により、店舗が移転をしたり、そういった

ところの空き地等も見えるところでございます。この空き地等についての有効利用をしてはどう

かという御意見もいただいておるところでございまして、それにつきましては、今後、地主さん

のほうと話を進められるようでありましたら、そういった部分も考えながら進めていかれればと

いうふうには考えておるところでございますけれども、これ、私がお答えする範囲かどうかとい

うこともございまして、今、バス停の周りでの駐車スペースをということでありましたら、確保

できる部分については確保するようにというところで、津和野土木事業所と協議をしているとい

うところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  今、歩道橋等も工事が今から入って、あそこが大きくさま変わり
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しますというか、何か変わってくるとは思うんですが、そうしたときに、停留所の問題とかも一

緒にそういう計画の中に入っていたかというのもありまして、学校から遠くなるというのも、一

つ何か気になることも。片一方と、２つの停留所が離れるような感じになると思うんですが、土

地がないから、それは仕方ないのかもしれませんが、そういうことと、今の橋のあの辺の総合計

画とか、写真をもってそれを計画されておったのかどうかというのをちょっとお聞きしておきた

いと思いまして。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  今現在、高津川にかかります相生橋の歩道橋の工事をしている

ところでございます。その前段では、夜打原相生線──町道でございますが、柿木の公民館、基

幹集落センターがあるところから小学校、中学校の間を通り抜けまして山にぶつかるところまで、

田村正人さんの自宅があるところまでというところが町道になっているところでございます。こ

この道路につきましては、車歩道分離というところで、色分けによる車歩道分離、六日市の町の

中がそうなっておりますけれども、そういった部分で工事を進めてまいりました。これにつきま

しては、一斉点検というところで、現在の相生橋の本体に歩道橋が１メートルほどついておりま

すけれども、それが非常に段があり、高齢者も歩くので危険だというところの御指摘を受けたと

ころで、こういった計画が持ち上がったところでございます。 

 その部分の総合的な考え方とその部分の考え方と、それから、新南陽津和野線の町の中、今現

在、柿木庁舎がありますところまでのところをタッチしております部分の改良につきましては、

言うてみれば、県の工事とそれから町の工事、町の計画と県の計画というところで、地図上では

リンクはしておりますけれども、総合的な計画の中ではリンクはしておりません。つまりは、町

の中の計画につきましては県が作成をしておりますし、町道の歩道等の整備につきましては町が

行っているということでございまして、十字路の相生橋を渡って、小学校側の前に信号のついた

十字路がございますけれども、その辺の計画につきましては、津和野土木事業所と協議を行い、

公安等の協議も行っているわけでございますけれども、バス停を含めた、いわば役場に寄ったほ

うの側の計画につきましては、津和野土木事業所が一括して計画をしているという関係で、この

分については、お互いの工事は、正確に言うならば、リンクをしていないということで、計画が

別々に立ち上がっているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。８番、藤升議員。 

○議員（８番 藤升 正夫君）  ８番。 

 ３５ページの財産管理費の庁舎維持管理費で、真ん中らへんに改良工事費として庁舎の改修、

吉賀町役場の改修が上がっております。これの各庁舎ごとの予定をする工事費について、それぞ
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れ幾らになっているかということと、３月２日の全員協議会の説明資料の中にも、改修内容の中

に、天井面のコンセント増設ということで言われておりますが、天井面のコンセントが要るとい

うことについてちょっとよくわかりませんので、その点についてお聞きをします。 

○議長（安永 友行君）  赤松総務課長。 

○総務課長（赤松 寿志君）  お答えいたします。 

 庁舎ごとの事業費ということですけれども、共通費なんかが一緒になっているんですけれども、

直工ベースでお願いしたいと思いますが、本庁舎のほうが直工で１億１,７０８万円です。柿木

庁舎のほうが６,１１２万３,０００円で、それに共通費等が入ってきますので、全体で２億

４,０００万円強の金額になっています。 

 それから、天井のコンセントですけれども、多分、放送とかそういう感じじゃないかと思うん

ですが、ちょっと確認しますので、それについてはまた後でお答えしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  ４番、桜下議員。 

○議員（４番 桜下 善博君）  参考資料の９４ページの下側に、町民体育館の整備設計委託料が

上がっておりますが、町民体育館の床が相当傷んでおりまして、最近ではフットサルなども使わ

れております。当初、体育館ができたころは、フットサル──サッカーですが、そういうような

のは想定がなかったと思うんですが、それから、運動会があるときも、屋内シューズがない方は、

屋外のシューズを裏をちょっと洗われて中に入っているような状況も見受けられまして、相当床

が傷んでおります。恐らく、私の解釈では、体育館ができて、床の張りかえというのは今までな

かったような気がするんですが、床の張りかえについてのお考えはいかがでしょうか。お伺いし

ます。 

○議長（安永 友行君）  光長教育次長。 

○教育次長（光長  勉君）  町民六日市体育館の整備の設計委託料ということでございますけれ

ども、これにつきましては、トイレの関係で予算化をしております。 

 それで、今、議員が御指摘のありました町民体育館の床でございますけれども、これは確かに

おっしゃられるとおりに、床が傷んでおるというふうに思っております。私も、この１年間、教

育委員会のほうへ変わりまして近くにおりますんで、さまざまな方が町民体育館が借りに来られ

ます。結構、夜に限らず、昼間も利用される方が多くて、皆さんに使っていただけることは本当

にありがたいことだと思っておりますけれども、多くの方が使うということになりますと、やは

り傷んでくるということでございます。御指摘のように、床につきましても再度調査をさせてい

ただいて、また今後、修繕等についても検討していきたいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 
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○議員（７番 河村 隆行君）  予算書の５７ページの放課後児童対策事業費についてお伺いいた

します。 

 昨年度と今年度を比較しまして、かなりの増額になっているんですが、その中の事業委託料と

いうのがふえていると思うんですが、これについてと。利用される児童数の数字がわかったら教

えてほしいんですが、昨年とことし、比較して。参考資料にも書いてありますように、放課後や

学校休校日の居場所づくりのをつくると。７カ所で健全育成活動を行うという事業で、本当に子

育てのサポートをしていくのに助かっていると思われるんですが、その中で、昨年は１５名の委

託職員の方にお願いすると。ことしは、説明では、２人ふえて１７人分と言われたんですが、そ

れと、臨時の雇用もふえているような気もするんですが、その辺の人数と今の事業委託料につい

てお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  宮本保健福祉課長。 

○保健福祉課長（宮本 泰宏君）  まず、前段の委託料のほうのことについてお答えをいたします。 

 ００６の放課後児童対策事業費、全体で申し上げますと３,７００万円になります。実は、本

来、直営で全て持っておったんですけれども、小学校６年生まで利用してもいいという国の方針

が出て、そのことによりまして、利用者数が一気にふえてきました。したがいまして、新たに六

日市保育所と七光保育所に委託を開始したことによりまして、今の明細で申しますと、００６の

一番最初にあります放課後児童クラブ職員報酬１,７２９万２,０００円、これと、下から６行目

にあります事業委託料１,１４４万２,０００円、これが本来の全て７カ所のいわゆる稼働する人

件費というふうにお考えをいただいたらというふうに思います。 

 内容を申し上げますと、蔵木小学校の放課後児童クラブ室、それから、六日市の吉賀町営プー

ル内、それから、六日市保育所に新たに委託を始めました。それから、朝倉のふれあい交流館、

それから、七日市のデイサービスセンター２階の児童クラブ室、それから、七光保育所に新たに

２９年度から委託をする予定にしております。それから、柿木第一、柿木小学校敷地内放課後児

童クラブ、それから、柿木第二、これは民間の方の車庫の２階を改造してお借りしております。 

 利用数ですけれども、登録数です、利用数といいますよりも。平成２７年度が１７６名、平成

２８年度が少し減りまして１５８名でした。平成２９年度は、現在予定されている人数が

１８５名ですから、過去で最大の利用人数が来年度は予定をされているというところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  済いません。７７ページの畜産業振興事業費ですか。牛って昨年

度よりかなり減額になっているんですが、昨年度の実績どうじゃったのかと思いまして、それと、
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もうちょっと牛を本当しっかりと推進していくべきじゃないかと思うんですが、有機農業といい

ますと、やはり牛と切り離せないんではないかと思っておりますが、有機農業の宣伝といいます

か、牛を飼うというその辺のもう一つの宣伝になるんじゃないかと思っております。 

 それから、事業費にしても、ことしは３頭と言われて４５万円と、昨年は４つで１３５万円で

すか。それで、何で数字が変わったか、その辺の根拠とお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  お答えをいたします。 

 今の御質問があったのは、優良基礎牛の導入のことでございますね。 

 予算上の減でございますが、３月補正予算で計上させてもらっていただいておりますが、

２８年度予算が全部で９頭分上げておったわけですよ。新規に２８年度で取り組んでみたいとい

う方がおられましたんで、その６頭分も２８年度当初予算で上げておりましたが、それについて

は、新規就農を今の時点ではされないということで落としたという御説明をさせてもらったとは

思いますが、実際、２８年度でも、この補助金につきましては、活用される方は今のところおら

れないというふうに考えております。 

 ただ、２９年度の新年度予算では、一応、そういう方がおられたらいけませんので、３頭分

４５万円を計上をしておるというのが予算上でございます。 

 畜産振興をしたらということなんですが、今はなかなか、御質問のあれはわかるんですが、な

かなか産業課としても「それじゃあ、畜産を始めてみませんか」というお誘いまでするに至って

いないということが現状でございます。済いません。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  今の牛ですが、放し飼いといいますか、例えば、大野原の運動公

園の上のほうに放すとか、そういう放し飼いと、観光ということではないんですが、今の有機農

業とか、いろんな兼ね合いで放し飼いででもやってみるとか、そんな計画もありませんでしょう

か。 

○議長（安永 友行君）  山本産業課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  お答えします。 

 現状では、そういう計画はございません。 

○議長（安永 友行君）  中谷町長。 

○町長（中谷  勝君）  畜産につきましては、今、和牛は特に子牛の単価が非常に高うございま

して、９０万円ぐらいするわけですよね。それを育ててということ、安くて６０万円ぐらい。そ

れを１頭、２頭ぐらいのことではとてもやれませんし、乳牛についても、以前、廃棄物等を処理

したりする会社の方が、林間放牧というのを京都の丹後のほうでやっておられて、その牛乳を京
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都の伊勢丹のほうへ高価な値段で出しておられるということなんで、抜月のクリ園等が荒れてお

るんで、一時、何頭か牛を入れてやられた方もいらっしゃいますけれども、牛を飼うということ

は、生き物でございますし、やられる方があれば国の助成事業もありますし、また、補助裏等は

町で幾らかは助成をしているんですけれども、なかなか大変で、この中でも皆さん方の中にも、

昔は牛を飼っていた家があると思いますけれども、なぜやめられたかということは自分自身でお

わかりになるんじゃなかろうかと思いますけど、やはり大変厳しい、生き物を飼うのは。それも、

大きな大型家畜でございますので、なかなか難しいんじゃなかろうかと。やられる方がいらっし

ゃれば、当然、支援はしていこうというように思います。 

○議長（安永 友行君）  ７番、河村隆行議員。 

○議員（７番 河村 隆行君）  確かに、本当に厳しいと思うんですが、有害鳥獣の被害とかがか

なり出て、いろんな対策を立てても、なかなか目に見えた効果も出てきませんし、そうした中で、

牛を放牧して、それで有害鳥獣の被害が減るとかいうこともわかりませんが、一つの手段として

そういうことも取り組んでみたら、いろんな意味でいいんじゃないかと思いまして、どこか１カ

所でもモデルでやってみたらと、そういう思いも持っていないかというのをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  山本課長。 

○産業課長（山本 秀夫君）  お答えします。 

 議員が言われるとおりに、牛の放牧によりまして獣被害、これの効果はないとは言えない、多

少あろうかというふうに原課としても考えております。 

 町長が申しましたとおり、やってみたいという方なり、組織なりがありましたら、それについ

ては、当然、御支援をさせていただきたいと思いますし、島根県のほうでも、水田放牧──水田

に牛を放すという政策を始めていこうという話もされておられます。ただ、それが吉賀町の地域

に合っておるかどうかというのは、ちょっと疑問なところもあろうかと思いますが、いずれにし

ましても、そういう方がおられましたら、一緒に御相談に乗って進めてまいりたいというふうに

思っております。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、きょうのところはこれで質疑は終了して、日

程第９の議案第３５号平成２９年度一般会計予算の質疑は保留しておきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で、本日の日程は全部終了しましたので、本日はこれで散会としま

す。 

 散会します。 
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午後２時36分散会 

────────────────────────────── 

 


